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午後１時３８分開会 

○委員長（岡本 昭治） それでは、定刻より少し時

間が早いですけども、ただいまより防災対策調査特

別委員会を開催させていただきます。 

 本日は３月議会の終盤ということで、大変お忙し

い中、お集まりいただきましてありがとうございま

す。 

 本日協議いただく内容につきましては、防災のほ

うの大変大切な項目に至ってますので、活発なご意

見をいただくことはもちろんのことなんですけど

も、運営についてはスムーズに行かせていただくよ

うに、ご協力のほうをよろしくお願いいたします。 

 それでは、まず、城崎振興局の植田局長、但東振

興局の羽尻局長、農林水産課の柳沢課長より、本日

の委員会を欠席する申出がありましたので、ご了承

願います。 

 ３の協議・報告事項について。 

 ３月定例会中の開催の常任委員会、特別委員会の

会議録を市議会ホームページで公開します。つきま

しては、委員の皆さん、当局の皆さんにおかれまし

ては、次の２点についてご留意願います。 

 １つ目は、数字や年月日などについて、言い間違

いのないよう、正確にお願いします。 

 ２つ目は、個人情報や未確定情報などについて、

不適切な発言ないよう、慎重にお願いいたします。 

 以上、２点お願いいたします。 

 それでは、３の協議・報告事項に入ります。 

 本日の特別委員会を開催にする当たり、正副委員

長と協議しました結果、先ほど申し上げました２つ

のことを予定をしております。 

 １つ目は新型コロナワクチン接種の進捗状況に

ついて、それから、もう一つ目は市民の避難行動の

現状及び課題について、説明を受けます。当局から

説明を受け、質問があればお受けすることにします。 

 次第書の順に進めさせていただきます。 

 最初は、（１）新型コロナワクチン接種の進捗状

況についてであります。 

 当局の説明を求めます。 

 宮本室長。 

○新型コロナワクチン接種推進室長（宮本 和幸） そ

れでは、新型コロナワクチン接種の進捗状況という

ことで、新型コロナワクチン接種推進室の分の資料

をお願いします。 

 まず、大きな１つ目です。追加接種３回目につい

てということで、接種期間については２０２２年の

９月末までということになっております。 

 （２）として、接種券のほうの発送状況です。一

番上が９月末までに２回接種完了した方について

は４万６，６４４人、もう既に発送済みです。１０

月末までに２回目接種完了者については、今日です、

８，４４８人、発送を予定しております。１１月以

降の方については、また、４月中旬ぐらいに発送の

予定としております。トータルとして、３月１４日

現在ではありますが、６万８８７人ということで。

これは３回目の対象者というのは、今現在は１８歳

以上で２回目接種が完了した方ということです。こ

の３月１４日現在で住民登録のある方の数字を書

いております。 

 次に、接種率です。これも３月１４日現在ですが、

それぞれ年代ごとのはご覧いただけたらと思いま

す。トータルとして３７．７％、高齢者のほうは、

最初のほうから始めてますので、５８．９％という

ことです。現在も、今日も接種やっておりますので、

この率は徐々に上がってくるというふうに考えて

おります。 

 それで、次の大きな項目２つ目ということで、５

歳以上１１歳以下の方、小児と呼んでますが、の方

の接種についてです。この年代の方については、そ

こに記載してますように、努力義務の適用外となっ

ております。接種期間については２０２２年９月末

までということです。これは予防接種の実施期間、

１回目、２回目の接種期間となっておりますので、

最初が２０２１年２月となってますが、これが１回

目、２回目の最初の接種の期間の始まりになってお

ります。 

 次に、（２）で接種券ですが、アとして、発送者

は２０１０年４月１９日生まれから２０１７年３

月２０日生まれまで、４，４５９人、この方に対し
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て、イとして、３月７日に発送しております。以降、

誕生日を迎えられる方を順次発送していく予定に

しております。 

 （３）として、接種日程等々です。１回目、２回

目あります。１回目の分が３月１９日、３月の２０

日、３月の２７、２回目として、それぞれ３週間後

ぐらいになりますが、４月９日、４月１０日、４月

１７と。接種可能人数はそれぞれ上から、１９０人、

３８０人、３８０人。３月１４日現在の予約状況と

しては、上から１７０、１８４、１５３ということ

になっております。３月１９日、２０日と接種を実

施しておりまして、この２日間で３８１人の方が接

種済みとなっております。３月２７、４月１７のこ

の予約ですが、今日現在２４５人の方が予約をされ

てます。合わせたら６２６人ということになってお

ります。接種済みの３８１と予約の２４５を足すと

６２６人、現在、接種済みもしくは予約をされてる

ということです。 

 今後の予定ですけども、国からのワクチンの配布

状況を見ながら、４月以降も集団接種、それから、

ある程度めどがつきましたら、そこに書いてありま

すように、市内の２か所の小児科医院のほうで個別

接種を予定をしております。 

 それともう一つ、まだ確定ではないんですが、３

回目の追加接種のほうで、１２歳以上、それから１

７歳以下の方、まだここは３回目やっておりません

が、国のほうからはその接種に向けて準備をしなさ

いというふうな通知がありますので、また、正式に

接種するということになりましたら、準備をしてい

きたいなと考えております。 

 新型コロナワクチン接種推進室からは以上です。 

○委員長（岡本 昭治） ありがとうございました。 

 説明は終わりました。質問等がございましたら、

お願いいたします。 

 西田委員。 

○委員（西田  真） １点だけちょっと確認をさせ

てください。 

 ５歳から１１歳以下の方、これは努力義務適用外

ということで説明もあったんですけど、報道でもあ

ります。そして、報道等で聞いたのは、基礎疾患が

ない方で死亡の確認があったということだったん

ですけど、そういうことの報道の後、何か国のほう

からとか、どっかそういう情報は、どういう状況で

こういうことになったとか、そういう説明等はあっ

たでしょうか。まず、先に教えてください。 

○委員長（岡本 昭治） 宮本室長。 

○新型コロナワクチン接種推進室長（宮本 和幸） 先

ほど委員が言われた情報と国からの情報というの

は、市のほうには届いてない状況です。 

○委員長（岡本 昭治） 西田委員。 

○委員（西田  真） それは情報が入り次第、また、

議員のほうにも周知をしていただければと思いま

すんで、よろしくお願いしときます。 

 それから、今、３８１人、３月１９日と３月２０

日に接種済みということの報告を受けましたけど、

５歳から１１歳までで接種受けた方の接種後の様

子は把握できとるんでしょうか。ちょっとその辺の

情報もお聞かせください。 

○委員長（岡本 昭治） 宮本室長。 

○新型コロナワクチン接種推進室長（宮本 和幸） 私

も全ての会場に出てはいないんですが、報告を見て

ますと、やはり気分が悪くなられる方が数名おられ

たというふうに聞いております。それ以外は特に、

血圧が下がったり、ちょっと気分が悪くなられた方

２名、ごめんなさい、２名あったようです。それ以

外は特に大きな副反応等は聞いてない状況です。 

○委員長（岡本 昭治） 西田委員。 

○委員（西田  真） それは会場の様子を見てると

きの状況ということですね。帰ってから、次の日と

か翌々日とか、そういう情報は何か入ってますか。

その辺も確認させてください。 

○委員長（岡本 昭治） 宮本室長。 

○新型コロナワクチン接種推進室長（宮本 和幸） 帰

られた後、健康増進課のほうに電話がってというの

では、状況は聞いておりません。ひょっとしたら、

かかりつけの先生方に行かれて、診察があるかもし

れませんが、そのケースであれば、また、市のほう

には来るんですが、今の会場での２名以外の副反応
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については今のところ聞いてないというような状

況です。 

○委員長（岡本 昭治） 西田委員。 

○委員（西田  真） 豊岡健康福祉事務所のほうか

らも、そういう情報とか何か、その辺はありません

でしょうか、どうでしょうか。 

○委員長（岡本 昭治） 宮本室長。 

○新型コロナワクチン接種推進室長（宮本 和幸） ワ

クチン接種に関しては、基本あまり健康福祉事務所

のほうからは、直接は情報は来ないです。 

○委員長（岡本 昭治） 西田委員。 

○委員（西田  真） その辺の事後のやつ、接種会

場であり事後の副反応とか、そういうのの取りまと

めはどこでやっとんでしょうか。 

○委員長（岡本 昭治） 宮本室長。 

○新型コロナワクチン接種推進室長（宮本 和幸） 豊

岡市の分については健康増進課のほうがしてまし

て、それを取りまとめて、被害調査委員会等を開催

するのも市のほうがやっておりますので、もし何か

報告があれば、報告があればというか、最初の届出

は市のほうにあります。 

○委員長（岡本 昭治） 西田委員。 

○委員（西田  真） 市でまとめて、その後、県と

か国のほうに情報提供みたいな流れをちょっと説

明いただけますか。 

○委員長（岡本 昭治） 宮本室長。 

○新型コロナワクチン接種推進室長（宮本 和幸） ま

ず、本当に、本当にというか、被害、副反応がひど

くて病院にかかられた、治療されたというようなケ

ースであれば、市のほうにそういった届出がされま

して、被害の調査委員会を設けて、それがワクチン

接種との原因かどうかというふうな、そこを判断し

て、それを委員会の意見として県のほうに進達して、

県から、また国のほうに、最終的には国のほうが、

判断というか、決定されますので、市から県、県か

ら国というふうに上がっていきます。 

○委員（西田  真） 以上です。 

○委員長（岡本 昭治） いいですか。 

 そのほか。 

 田中委員。 

○委員（田中藤一郎） ちょっと教えてほしいのが、

報道でもちょっと最近聞かなくなったんですけど、

今、オミクロンがメインなんですけど、これまでの

コロナが発生しとるだとか、そういった事例がある

のかどうなのか、今は何かオミクロンだけの話にな

っちゃってるんだけど、これまでのコロナ等々は出

ているのか出てないのか、それとももう消滅しちゃ

ってるのか、その辺り、もし分かるようでしたら教

えていただきたい。 

○委員長（岡本 昭治） 宮本室長。 

○新型コロナワクチン接種推進室長（宮本 和幸） 今

現在、はやってるというか、陽性者が出てる株がオ

ミクロンかそうでないのかというのは、市のほうで

は把握してない状況です。 

○委員（田中藤一郎） 分かりました。いいです。 

○委員長（岡本 昭治） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 接種率の問題で、（３）番の

率のところで、例えば６５歳以上２万５，３６６に

対して、現在までが１万４，９００なんですが、こ

れはどうなんでしょうか。接種状況としては高いの

か低いのか。 

○委員長（岡本 昭治） 宮本室長。 

○新型コロナワクチン接種推進室長（宮本 和幸） １

回目、２回目が８割とかですので、８０％とかあり

ますので、８割から９割ぐらいな数字が出てますの

で、それから見ると少ない、今現在では少ないのか

なと思ってますが、今日も接種してますし、あと、

４月にも個別接種といって各医院さんにお願いし

てる分もありますので、そこで増えてくるのかなと

思うんですが、ただ、１回目、２回目に比べたらち

ょっとやっぱり少なくなるかなというふうには考

えております。以上です。 

○委員長（岡本 昭治） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 出だしがと言ったら変な話に

なっちゃうんだけども、鈍いっていうのは何か理由

があるのかな。例えば副作用が怖いとか、いや、ま

あ、もう大丈夫だろうとか、いろいろコロナに対す

る見方が大分緩んできとるとか、何か原因が分かり
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ますか。 

○委員長（岡本 昭治） 宮本室長。 

○新型コロナワクチン接種推進室長（宮本 和幸） す

みません、私どもも確たる理由というのはなかなか

ないです。ただ、いろんなやっぱり理由があるのか

な。１つは、やっぱり集団接種がモデルナを使って

ますので、最初の１回目、２回目は大体ファイザー、

後半になったらモデルナになりますけど、やはりフ

ァイザーがいいわっていう人もいるのかなってい

うところと、あと、やっぱり副反応の関係で、３回

目はいいのかなっていう方もおられましょうし。今

現在低いのは、１つはやはり割り振ってますので、

せっかく割り振ってもらってるのでわざわざ電話

して動かす、動くいうか、前倒し接種まではいいか

なという方もおられるのではないかと、いろんな要

因が重なってるのかなというふうには思ってます。

以上です。 

○委員（村岡 峰男） はい、分かりました。了解で

す。 

○委員長（岡本 昭治） よろしいでしょうか。 

○委員（村岡 峰男） はい。 

○委員長（岡本 昭治） ほかにございませんでしょ

うか。 

 清水委員。 

○委員（清水  寛） １点お聞きしたいんですけど

も、大人の場合、予防接種はいわゆる努力義務って

いうことだと思うんですけども、いまだ恐らく受け

とられない方っていうのは現実にはいるのかなと

思いますけど、そういった方への何らかのアプロー

チっていうのは今現在は何かされてることってあ

るんでしょうか。 

○委員長（岡本 昭治） 宮本室長。 

○新型コロナワクチン接種推進室長（宮本 和幸） １

回目、２回目、まだ接種されてない方に対しても、

期間中はできるということで、防災無線等では呼び

かけはしております。 

 ただ、今、３回目のほうをメインにしてますので、

会場がどこでもいいよっていうわけにはいかない、

３週間セットでつくる必要がありますので、ちょっ

と最近はまだ１回目、２回目というのはもうやって

ないですが、今後、またどこかで１回目、２回目を

すくう接種会場をつくる必要があるのかなという

ふうには考えております。呼びかけは防災無線等で

させてもらってます。 

○委員長（岡本 昭治） 清水委員。 

○委員（清水  寛） 恐らくなんですけども、接種

券を送った状態からもう随分日にちがたってるん

で、仮に受けたいなと思っても、手元にないという

ような状況もあろうかと思うんで、はがきでも何で

も、何かそういうことで、いわゆる番号というか、

何かそういうのをしてはどうかなと素人ながらに

思ったりもするんですけども、どうですか。 

○委員長（岡本 昭治） 宮本室長。 

○新型コロナワクチン接種推進室長（宮本 和幸） こ

の時期で１回目、２回目受けとられないということ

は、信念って言ったら変ですけども、もう意志とし

て受けないっていう方もあるとは思いますので、な

かなか全員にはがきをというのはちょっと今では

考えてないです。やっぱり受けないっていうふうに

思っておられる方で、受けたくないのに何ではがき

をっていうふうなことも考えられますので、防災無

線がいいのかなというふうには今は考えておりま

す。 

○委員長（岡本 昭治） 清水委員。 

○委員（清水  寛） 自分だけは大丈夫とよく災害

なんかにもあるんですけども、結果として、やはり

何の確証もないわけだと思いますし、されてない方、

特に一度もされてないという方が何らかの形で今

後起点になるということも考えられるのかなって

いうふうにも思うので、ちょっとそういうこともあ

り得るなというのは意識しておく必要があるかな

と思います。これは特に答弁は要らない。以上です。 

○委員長（岡本 昭治） 以上ですか。 

○委員（清水  寛） はい。 

○委員長（岡本 昭治） ほかにございますでしょう

か。 

 ちょっと私のほうから１点、５歳以上１１歳以下

の方は努力義務適応外ということですけども、今、
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現状で予約状況ということなんですけども、これど

うですかね、子供さんの中でも、親御さんの判断か

も分かりませんけども、受けられない、受けたくな

いという方もやっぱり相当数おるという、どうでし

ょうか。感覚的なとこかも分かりませんけども、ど

んな状況でしょうか。 

 宮本室長。 

○新型コロナワクチン接種推進室長（宮本 和幸） ９

５０しかないので、最初はあふれるかなと思ってた

ところ、まだ枠があるということがありますので、

やはり受けさせたくない、もしくは様子見って言っ

たら変ですけども、ちょっと様子を見て、進み具合

を見て決めようかなという方もおられるんではな

いかと考えております。 

○委員長（岡本 昭治） そうですね、幸いに感染者

数も減ってきておりますので、その辺のところを見

ながら考えておられる方もいっぱいいらっしゃる

ということも考えられますかね。ありがとうござい

ました。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、ないようですので、新型コロナワクチ

ン接種の進捗状況については、この程度にとどめて

おきたいと思います。 

 次に、（２）市民の避難行動の現状及び課題につ

いてを議題といたします。 

 それでは、当局の説明を求めます。政策調整部防

災課、次に、各振興局の順にお願いいたします。 

 政策調整部防災課のほうから。 

 課長。 

○防災課長（原田 泰三） 資料の表紙に市民の避難

行動の現状及び課題について（政策調整部防災課）

っていうものをご準備いただけたらと思っており

ます。 

 まず、私のほうから、このことにつきまして、次

第に上がってますアからキの順番にご説明をいた

します。 

 なお、オのところに避難所運営における課題と対

策というのがあるんですけども、そちらにつきまし

ては、私のほうから全体的なことを説明させていた

だいた後、各振興局のほうからも地域の実情につい

て説明をしていただくようにしておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、まず、アということで、資料のほうは、

すみません、アからオを１、２、３というふうにち

ょっと打ち間違えておりますが、１ということで、

警戒レベル運用変更の内容について、まず、ご説明

をいたします。 

 警戒レベルにつきましては、実は２０１８年の７

月豪雨の際に様々な防災情報が防災関係機関のほ

うから発信されるんですけども、情報が非常に多岐

にわたる、かつ難解だというようなことがあって、

多くの住民の方がそれを活用できないでいるので

はないかというようなことが浮き彫りになりまし

た。このために、住民の皆さん方がその情報の意味

を数字で直感的に理解できるようにということで、

防災情報を５段階の警戒レベルで表して、住民の皆

さん方の、あくまでも住民の皆さん方の避難行動を

支援するというスタンスで、２０１９年の実は出水

期から運用を開始しております。 

 しかしながら、その後、２０１９年の１０月、台

風１９号、いわゆる東日本台風とか、次のことが課

題に上げられたということでちょっとそこに記載

をしております。ちょっと説明をさせていただきま

す。 

 １つは警戒レベル４、避難勧告で避難をせずに被

災する人が多い。だけども、警戒レベル４には当時、

まだ避難勧告も避難指示も、２つありまして、その

意味の違いがはっきり理解できなかったのではな

いかというようなこと。それから、今言いました同

じレベルに同じ、同じように避難をしなさいと促し

ている情報が位置づけられていて分かりにくいと

いうようなことがありました。 

 それから、警戒レベル５というのが当時災害発生

情報という名称だったんですけども、これでは住民

の皆さん方が何をしたらいいんだということが分

かりづらいというような、分かりづらいというか、

分からないということ。 

 それから、あと、実は災害発生情報というのは市
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町が把握したときには出せるんですけど、把握して

ないうちに災害発生してるというようなこともた

くさんあるので、そもそもそういった情報というの

はあまり意味をなさないんではないかというよう

なことがございました。 

 また、当時警戒レベル３というのは避難準備・高

齢者等避難開始って名前だったんですけども、これ

も名称が長過ぎて、何か高齢者に避難してほしいん

だけども後回しになってるようなことで、ちょっと

伝わりにくいというような言葉がございました。そ

れを受けてちょっと表、１枚目のとこに書いてござ

いますように、ワーキンググループのほうで提言が

ありまして、この５月、２０２１年５月にそこに書

いてあるような警戒レベルになったというような

ことでございます。 

 まず、先ほど言いました警戒レベル５という名称

なんですけども、災害発生情報というのが緊急安全

確保、いわゆる緊急に安全を確保しないといけない

というようなことで呼びかけるような内容に変わ

っております。 

 それから、（２）といたしまして、警戒レベル４

につきましては、避難勧告と避難指示というのが一

本化になりまして、もうこれは避難指示と、どちら

も避難を促す情報なので、上のほうの避難指示とい

うのが一本としてまとめられたというようなこと

であります。あわせて、避難指示というのは従来の

避難勧告のタイミングで発令するというようなこ

とが決められました。 

 また、（３）ですけども、警戒レベル３の名称に

ついても、単純に高齢者等避難だということで、高

齢者を中心に要援護者の方が避難してほしいとい

うような名称に変わったということでございます。 

 ちょっと下のほうに簡単に図示したようなペー

ジも紹介をしております。 

 なお、これらの内容につきましては、昨年５月以

降、防災行政無線での臨時放送や、あと、市のホー

ムページにも詳しく掲載をしておりますし、区長さ

ん、町内会長さんへは５月の市広報に合わせまして、

出水期を迎えるに当たって知っておいていただき

たいというような情報をまとめたような冊子とい

いましょうか、資料をお配りをしておりますし、ま

た、回覧もしていただいております。また、地域コ

ミュニティのセンターのほうにも啓発ポスターを

掲示をいたしまして、協力をいただいてるというよ

うなことでございます。 

 それから、広報のほうにも４ページにわたって掲

載、避難情報とかの非常持ち出し品だったり、情報

収集だったりに関する重要事項について特集の掲

載をしております。今後もそういった機会を捉えて、

しっかりと定着をさせていきたいというのが市の

考え方でございます。 

 続きまして、２ページ目でございます。避難の考

え方（基本方針）についてご説明をいたします。 

 まず、避難に関する基本方針ということで括弧を

つけておるんですけども、これにつきましては、避

難を検討する場合に、まず、自身の置かれてる被災

リスクであったり、お体の状況だったり、生活の実

態であったり、単身であったりとか、そういった高

齢者だけで住んでらっしゃるというような状況等

を踏まえて、避難のタイミング、それから避難の方

法、それから避難先っていうものについて、様々な

選択肢を持っておいていただきたいというのが市

の避難に関する考え方でございます。 

 基本的にはそこに４点ほど上げておりますけど

も、安全な場所にいる場合や自宅２階で安全が確保

できる場合は在宅避難をいただく。それから、自宅

に被災リスクがあるんだけども、近所に安全で身を

守る、安全確保できるお宅、お知り合いがいるなら

ば、そこにご近所避難をいただく。そこでもなかな

か安全を確保できない場合は、もうホテルに避難を

していただく。そういったようなことでございます

が、もう一つ、車中泊というのも今やもう立派な、

短時間であれば避難の手段というようなこともご

ざいまして、そういった選択肢を様々なタイミング

で持っといてほしいというようなことでございま

す。 

 実はそこにちょっと下のほうに書いてございま

すが、これまで避難というのは、いわゆる避難場所、



 7 

指定緊急避難場所に避難するんだという一辺倒な

考え方がずっと存在しておりました。それに対して、

今言ったようなことを啓発してるというような状

況でございます。 

 ちょっと中段以降に書いてございますけども、そ

うはいってもコロナの中、コロナ禍での中というこ

とですので、なかなかコロナをゼロにする、いわゆ

る感染リスクをゼロにするということは難しいと

いうようなことがございますので、そういった面か

らもいろんなところに分散避難をしていただくと

いうような重要性について、今言いました４つの避

難先というのも分散避難の方法ですので、そういっ

た手段であったり考え方をしっかりと啓発してい

くとともに、これらの手段を使っても駄目な場合は、

どうしてもやっぱり市の指定緊急避難場所にちゃ

んと避難をしてくださいという啓発もしっかり併

せて行いたいというふうに考えてございます。 

 ちょっと下のほうに関連のホームページなんか

のＵＲＬを載せております。 

 それから、裏面にはそういった分散避難の考え方

なんかをまとめた、３ページ目でございますが、私

はどういったところに住んでるんだろうというよ

うなところから始まって、矢印に進んでいってみた

いなことで、自分の一番、比較的最適であろう避難

の方法を表示をしているというのは、これも広報の

掲載の記事の一部でございます。 

 続きまして、３番目の想定最大規模の浸水想定と

指定緊急避難場所の取扱いについてご説明をいた

します。 

 基本方針をそこに書いてございますが、市では洪

水時の浸水想定に計画規模、いわゆる１００年に一

度程度と言われているやつで、２日間で流域平均降

雨量が３２７ミリで堤防が決壊した場合というよ

うなとこが浸水の防災マップになるわけですけど

も、そういった降雨量を採用いたしまして避難場所

を定めるというようなことをしております。 

 その理由といたしましては、もう１個あります想

定最大規模という、１０００分の１というやつです

けども、これではもう豊岡盆地の大半が５メートル

以上の浸水深になって、逃げ場がない。要は市とし

てどういった避難先があるんだということをお示

しすることができないほど、ひどい状況だというよ

うなことがあります。 

 それから、そうかといって、じゃあ、広域に避難

せっていったところで、例えばＪＲ、バスとか、い

ろいろなこういう手段を講じて早めに避難すると

いう計画自体が、まだそういったものもございませ

んし、そういったところで、じゃあ、どこに避難す

るんだというようなことになれば、西も被害に遭っ

てるかもしれません、南も被害に遭っているかもし

れないというようなことから、なかなかちょっと現

実的には豊岡としてはないのではないかというふ

うに考えていること。 

 それから、そうかといって、避難して高いとこに

行こうってしましても、やっぱり土砂災害の警戒区

域が非常にたくさん指定されてまして危ないとい

うようなことがございます。そういったことから、

そういった考え方で啓発をしてきてるというよう

な状況でございます。 

 ちょっと裏面に、４ページ目のところに、そうい

ったことで想定最大規模で、じゃあ、対応できない

避難場所もあるんじゃないかというようなことが

考えられますので、（２）のとこにちょっと記載し

てるような基準で運用しているというようなこと

でございます。 

 １つ目は、台風が上陸する際に９００ヘクトパス

カルを上回るような、上回るというか、それ以上の

勢力で近づくっていうような状況だったりとか、あ

ともう一つは、豊岡市が自主避難所を開設する、い

わゆる災害がまだ来る前に、明るいうちに開設する

避難所を開設するタイミングでもう既に気象台か

ら計画規模を超えるような降雨が予想されるって

いうようなことのコメントが出てるというような

状況のときに、もうこの想定された規模に対応しな

い避難場所というのは開設しないということで、は

なからもう開けないというようなことにしており

ます。こういった情報につきましては、そこに７か

所ほど対応していない避難所を掲載してるんです
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けども、これは回覧だったり広報だったり、それか

ら市のホームページだったり、あとは表示板に小さ

くですけども、この避難所は想定災害には対応して

おりませんっていうようなことで、もともと防災無

線等でそこは開きませんということははっきり言

いますので、そこに、開かないところに来るという

ようなことはあまり考える必要はないのかなとは

思っておりますが、そういった啓発をしてるという

ような状況でございます。 

 下にちょっと４ページ以降、ちょっとホームペー

ジの紹介記事なんかを載せておりまして、非常にそ

この対象施設がどれくらい浸水するんだ、だから駄

目なんだというようなことがあって、対象地区はど

こで、近隣の指定緊急避難場所はどこっていうよう

なことを示させていただいております。なかなか高

齢者の方、じゃあ、このホームページを見て、判断

ができるかというようなことが当然ありますので、

そういった場合、やっぱり地域コミュニティの力と

いいましょうか、やっぱりお隣近所で教え合うとか、

自主防災組織の皆さんが啓発のときにちょっと声

をかけていただくとかというようなことがやっぱ

り期待されるのかなというようなことがございま

す。 

 それから４番目に、５ページの下のほうですが、

過去の災害についてのことをちょっと書いてござ

います。避難実績なんですが、実は幸いに過去３年

間、避難所で避難をされたというようなことはあり

ませんでした。大きな災害があまりなかったという

ようなことがございます。実はちょっと、そこに書

いてございますように、２０１８年の１０月の２４

号以降というのは、避難所をそもそも、自主避難所

以外は出しておりませんので、そういったことが避

難者がいないというようなことでございます。 

 ６ページ目を見ていただけたらと思いますが、特

記事項といたしまして、２０２１年の８月１３日、

これ大雨、長雨に伴って土砂災害の非常に危険があ

るというようなことで、気象台からも呼びかけがご

ざいまして、自主避難所を開設したというようなの

がございましたが、避難者はおりませんでした。こ

れは短時間といいましょうか、夕方から翌朝までと

いうふうな短時間でしたので、特に自宅の２階に、

山とは反対側におられるというようなケースが多

かったのではないかと推察されます。 

イでございますが、これは雨ではなくて、また後か

らあるかもしれませんが、雪の関係で実は２０２０

年１２月、２０２１年１２月の大雪で、竹野南地区

のほうで長時間停電したというようなことがござ

いまして、暖を取っていただいたり、シャワー等を

使っていただくというようなことの衛生的な配慮

の観点で、竹野南地区コミュニティセンターの開館

時間を延長して、受入れの対応に地元のほうで当た

っていただいたんですけども、避難者はいなかった

というような状況でございます。 

 それから、５番目でございます。避難所運営にお

ける課題と対策ということで、私のほうから、まず

全体的な主なことをちょっと先に説明をさせてい

ただきたいと思います。 

 そこに書いてございます主な課題ということで、

アといたしましては、市の職員を派遣できる避難場

所が限られてるということ、そのとおりでございま

す。イといたしまして、備蓄物資、スペースともに

限られるというようなことがございます。ウといた

しまして、コロナ禍にあって、３密回避のために避

難者の受入れスペースというのも限られてしまう

というようなことで、コロナの関係でやはり、もと

もとそれほどでもない施設が分散して避難をいた

だかないといけないので、どうしても場所が限られ

るという、もう本当物理的な問題がございました。

ちょっと先にこの点につきましての課題への対策

ということで説明をさせていただきます。 

 避難所、そこに書いてございますように、避難所

の運営に当たりましては、もう早い段階からやはり

その施設、職員がなかなかいません、１人、２人、

３人ぐらいのレベルですので、早い段階から施設管

理者の方や、もう本当に健常な避難者の方に協力を

いただくというようなことが必須なのではないか

と思います。避難者が少なければそんなことはない

と思うんですけども、やはりたくさん出てきますと
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いろんな配慮を必要とする方も来られますし、男女

それぞれみたいなことになってしまいますので、そ

ういったところに配慮するように地域の方、顔見知

りの方なんかにも声をかけて協力をいただくとい

うようなことが前提になってこようかなと思って

ます。 

 実はこういったことについては２０１６年の熊

本地震なんかでも、名前を上げましたらあれですけ

ども、益城町なんかの事例を見てますと、市の職員

が冒頭の１０日間ぐらいずっと避難所運営にかか

り切りになりまして、結局罹災証明の発行だったり、

家屋の被害認定調査だったりって、そっちの被災者

の方への支援の大本となる罹災証明の発行に非常

に時間がかかってしまったっていうような反省が

ある中で、どの町も、今、スタンダードになってき

てる考え方ではないかなというふうに考えており

ます。 

 それから、もう一つ、避難者が自ら持参をするも

のは持参をするというようなことを次のページに

ちょっと書かさせていただいております。これはも

のを施設に集めるんではなくて、足らないものは支

援をいただいて、全国から救援を待つっていうよう

なこともございますが、待つ間どうするのかという

と、自前の備蓄物資を、それから、市とか県とかの

備蓄物資で対応していく。ましてや、それぞれ個人

さんによって非常持ち出しに必要なものというの

は変わってきますので、それを全て行政のほうで賄

っていくというのはまず無理ですので、そういった

考え方をやはり浸透させていかなくてはならない

のではないかというふうに思ってます。 

 また、あわせて、避難スペースなんかの確保、分

散避難の啓発っていうのもしていって、もともと少

ない避難所のスペースを何とか分散避難によって

広くしていくというふうなことを考えていく必要

があるのではないかと考えております。 

 全体的なことはちょっと私のほうから説明いた

しました。あとは各振興局の状況のほうお願いいた

します。 

○委員長（岡本 昭治） はい。 

○城崎振興局地域振興課長（谷垣 一哉） すみませ

ん、城崎振興局地域振興課の谷垣と申します。委員

の皆様には、５、避難所運営における課題と対策（振

興局）というふうなものをお開きいただけたらとい

うふうに思います。よろしいでしょうか。 

○委員長（岡本 昭治） はい、どうぞ。 

○城崎振興局地域振興課長（谷垣 一哉） それでは、

この１ページでございます。先ほど防災課のほうか

ら説明があった点と重複する部分も多分にござい

ますけれども、城崎振興局からは２項目の課題と課

題への対策を記入しております。 

 まず、主な課題の１点目といたしましては、コロ

ナ禍での３密回避のため、使用できるスペースが限

られるということでございます。その内容の一例と

しまして、コロナ陽性者や濃厚接触者の判定が社会

経済活動継続というふうな観点から、その都度若干

変化していくと。したがいまして、対象者の職業等

によりまして、その取扱いに差があるということが

一つの課題として浮かび上がってまいりました。あ

わせて、新型インフルエンザ等の感染リスクが高い

時期における避難所対応についても、やはりこのコ

ロナ同様、検討しておく必要があるのではないかと

いうことでございます。 

 次に、２点目としまして、主要道路の冠水及び内

水対策を課題としております。 

 この２項目のそれぞれの対策として、まず、１点

目のコロナ禍並びにコロナ以外の感染リスクが高

い時期及び病気の対策といたしましては、やはり専

門的な知見をお持ちで、あわせて、適切な指示を仰

ぐために保健所及び医療機関などの関係機関との

連携強化を進める、このことが今後においてもより

一層大切ではなかろうかというふうに認識してお

るところでございます。 

 次に、主要道路の冠水及び内水対策でございます

けれども、城崎・港地域におきましては、一部の地

区を除いて、大半の地区が豊岡市内の他の地域と比

較して、海抜が極端に低いという特徴がございます。

道路冠水の現状として、城崎・港地域へ向かう主要

道路でございますけれど、円山川の左岸側ではＪＲ
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玄武洞駅付近、それから、また逆の右岸側では城崎

町にあります、楽々浦という最下流の地区なんです

けども、ここの県道が冠水してしまいまして、早い

段階で通行止めとなります。そして、あわせて、非

常に長い間通行できない状況というふうなことに

なってしまいます。 

 また、道路は以上のような状況でございますけれ

ども、低い地区の例としまして、城崎の温泉街、そ

れから港地区の小島、瀬戸、気比、この地区等につ

きましては、内水によりその町なかを流れている道

路が冠水するケースが非常に多うございまして、各

個人で移動しようにも動けない状況が過去発生し

たというふうなことでございます。 

 したがいまして、大雨及び洪水が予想される場合

の災害時の応援職員を含めた職員招集並びに住民

の方への避難場所への避難については、早い段階で

の招集、あわせて、周知を行うように努めていると

ころでございます。 

 提出させていただきました資料の中ほどから下

にその他参考事項と記入しているものがございま

す。これ、毎年我々職員、全職員で防災訓練を行う

わけなんですけれども、その後の反省会、いわゆる

問題点の抽出でありますとか検討を要する事項を

協議した中で、避難所の運営に関係した部分を記載

したものでございますので、また、ご清覧いただけ

たらというふうに思います。 

 城崎振興局から以上でございます。 

○委員長（岡本 昭治） 竹野振興局。 

○竹野振興局地域振興課参事（山根 哲也） こちら

も重なる点がありますが、竹野振興局としては主な

課題として３点上げております。 

 まず１つ目、アの避難所の物資保管スペースの不

足があります。毛布、食料、簡易トイレ、コロナ対

策パーティション等、多岐にわたり、避難所内だけ

で保管スペースは確保できないということがあり

ます。 

 ２つ目にイとしまして、避難所配置職員との情報

共有の課題があります。職員間の情報共有手段は避

難場所となっているコミュニティセンターの事務

室のファックスの活用と職員個人のスマートフォ

ンのＬＩＮＥアプリで情報共有をしてるところで

すが、一部の避難所では個人情報等が事務所内に保

管されており、事務所担当職員が事務所に入ること

に抵抗があるというようなことがございます。 

 ３つ目にウとしまして、コロナ禍での避難者の動

線確保があります。コロナ禍での災害時、発熱者等

のコロナ陽性の疑いがある方が事前連絡なしに避

難所に来られた際、一般避難者との動線の分離が難

しいということがあります。 

 これらの主な課題の対策としまして、（２）のと

ころなんですが、１つ目の避難所の物資保管スペー

スの不足につきましては、アとして分散保管という

ことで、避難所最寄りの消防団車庫等への分散保管

をしております。 

 ２つ目の避難所配置職員との情報共有につきま

しては、イとして、施設管理者との合意形成という

ことで、施設管理者と避難所場所使用時についての

ルールを改めて合意し、徹底しておくということで、

例としましては、避難所の開設時には重要資料等を

別室で保管するなどをお願いし、依頼をしておると

ころでございます。 

 ３つ目、コロナ禍での避難所動線確保につきまし

ては、ウとして、豊岡保健所の情報共有の徹底とい

うようなことでして、豊岡保健所からの濃厚接触者、

陽性者等の情報連絡も徹底を改めて要請し、コロナ

陽性疑いのある方については、一般避難者との動線、

部屋の分離をしております、竹野庁舎２階にある竹

野地区コミュニティセンターへ来ていただくこと

で対応したいというふうに考えておるところでご

ざいます。 

 竹野振興局は以上です。 

○委員長（岡本 昭治） ありがとうございます。 

 日高振興局。 

○日高振興局長（小谷 士郎） ３ページ目をご覧い

ただきたいと思います。内容的にはほかのところと

かぶるところがあるんですが、日高の主な課題とし

て、２点上げております。 

 アとしまして、指定緊急避難場所の情報収集機器
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の不足というのがあります。これは２０１８年の７

月豪雨のときに１０か所に１３９人ほどの避難者

を受けたことがあります。このときに、夜だったと

いうこともあって、音がまずない、情報が取れない

っていうことの意見をたくさんいただいています。

特に避難者の方は高齢者であったり体の不自由な

方が多かったということから、スマホは持っとられ

るんですけど、なかなかスマホを使いこなせないと

いうような方で、できればテレビとかラジオが要る

んじゃないかなっていうふうなことが問題があり

ました。 

 ２つ目としましては、このコロナの関係でもある

んですが、発熱者等と一般避難者との動線がなかな

か分離できないなと。一度に来られたときにどう区

分けしていくのかっていう、いろいろとシミュレー

ションはしてはおるんですけど、なかなかいい解決

策が見つからないことです。 

 それで、主な課題への対策としましては、１つ目

は、非常用持ち出し品の啓発徹底と避難所の集約と

いうのがあろうかと思います。避難者については、

非常用持ち出し品として、ラジオなど、できるだけ

持ってこれるものがあったら持ってきてほしいと

いうような啓発をしていきたいなというふうに思

ってます。 

 さらに、これはまだどうなるか分かんないですけ

ど、どうしても、携帯は持っとられるんですけど、

Ｗｉ－Ｆｉ的なことが、いわゆる通信の制限をされ

てる方というのが結構ありまして、Ｗｉ－Ｆｉみた

いな設備が要るのかなというようなこともありま

す。さらに、職員についても同じなんです。お金が

かかるということで通信制限をされてるんで、どう

しても職員間のやり取りは個人の携帯でするとい

うことがあるんで、そういうことも合わせますと、

やっぱりＷｉ－Ｆｉ的なことが要るのかなという

ふうに思っています。また、明らかに避難生活が長

くなると予想される場合には、そういった通信環境

も整ったところに移動していただくというような

ことも考えたいと思ってます。 

 ２つ目には、安全な友人、知人宅やホテル等を活

用した分散避難の徹底啓発。ちょっと具合が悪いな

というような場合にはできれば、先ほども防災課か

らもありましたけど、分散避難をしていただくとい

う、そういった選択肢を徹底していきたいなという

ふうに思っております。 

 日高振興局からは以上です。 

○委員長（岡本 昭治） ありがとうございます。 

 出石振興局。 

○出石振興局地域振興課長（今井 謙二） 出石振興

局から主な課題として１点上げさせていただいて

おります。 

 他の振興局と同じことにはなりますけども、コロ

ナ禍の中での避難所の対応が難しいということを

感じておりまして、このことは、避難者が増えれば

増えるほど、困難になってきますので、課題に上げ

ておりますように、日頃から在宅避難とか分散避難

の周知を徹底するという対応を取っていくという

ことをしておりますし、あと、避難所内では段ボー

ル間仕切りを活用してスペースを空けるとか、あと、

避難者が接触されたところの消毒作業を小まめに

行うとかの対応をしていくということを考えてお

ります。 

 出石振興局からは以上です。 

○委員長（岡本 昭治） 最後に、但東振興局。 

○但東振興局地域振興課長（大石 英明） 但東振興

局におきましても、先ほどの防災課、それから各振

興局と同じような課題を抱えております。 

 まず、避難場所の物資の保管スペースの不足とい

うことです。避難所におきます非常用の物品、これ

を置く備蓄のスペースがどうしても避難所の中で

は確保できない部分があるということ。 

 それからもう１点は、コロナ禍での避難場所での

対応ということで、避難場所、狭い空間に多数の方

がお越しになります。このコロナウイルス感染が心

配される中、感染症対策を限られた職員で全部賄わ

なければいけない、こういった点に少し不安を抱え

ているものがあります。 

 それから、先ほど申しました避難所ですけども、

３密回避のため、使用できるスペースが限られてく
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るということも少し課題となっております。 

 それから、その課題への対応としましては、先ほ

どもありましたが、非常時には避難者が自ら非常用

の持ち出し品を準備して集まっていただくようお

願いしてるところでございます。 

 また、避難場所における分散避難対応の強化とい

うことで、避難所内では段ボール等間仕切りでスペ

ースを確保すること。それから、小・中学校の避難

所にありましては、学校のほうに対しまして、特別

教室など、さらなる教室、もう少しスペースをたく

さんというふうなお願い、協力を行っているとこで

ございます。 

 但東振興局は以上です。 

○委員長（岡本 昭治） ありがとうございました。 

 どうぞ、はい。 

○防災課長（原田 泰三） すみません、まだ続きが

ございまして、長くなって申し訳ございません。 

 ６番目に、今度は豊岡市、９ページでございます、

要援護避難者等避難促進事業補助金の制度内容及

び利用実績についてでございます。 

 まず、１番目の制度内容ですけども、そこに書い

てございますように、タイミングは自主避難所の開

設、警戒レベル３が発令、その解除があるまでとい

うふうな期間を対象に宿泊施設に、事前に登録いた

だいた方に泊まっていただくというようなことで、

対象者はご本人様と付添いの介助者の方１名とい

うことでございます。対象経費、宿泊経費について

は、７，０００円という上限で１０分の１０、それ

から、あとは移動に費用が要るだろうということで、

３，０００円ですけども、こちらについても助成を

するというようなことでございまして、対象の方と

いうのはそこの下の利用実績のとこになしと書い

てございますが、登録いただいた方ということで、

１５人中１１人の方というようなことでちょっと

いただいておりました。そこに、表にありますよう

に、河川沿いの家屋倒壊危険区域であったり、あと、

土砂災害特別警戒区域に隣接している方とかとい

うようなことを対象に、１１組といいましょうか、

１１世帯の方から申込みをいただいたというよう

なところでございますが、何回も言いますけども、

災害がなかったために利用実績がなかったという

ことでございます。 

 その裏にちょっと、またチラシといいましょうか、

呼びかけでお配りをしていく周知のチラシをつけ

ておりますので、またご覧いただけたらと思ってま

す。 

 それから、１２ページ目でございます。７番目と

いたしまして、マイ避難カードの制度内容及び普及

の方針ということをお尋ねいただいております。 

 まず、制度内容なんですけども、とにかく一人一

人の逃げどき、それから逃げ先、さっきのいわゆる

いろんな選択肢ですけども、そういったものを定め

るカードというのを作成の促進をしているという

ようなことでございます。いわゆる避難行動版のタ

イムラインみたいなもんでございます。要はどのタ

イミングで誰と何を持って逃げるかということを

決めていただくというような内容でございます。 

 （２）の普及方針といたしましては、これも各区

ごとにやっていては、本当に何年かかるか分からな

いというのもございますので、せっかく地域コミュ

ニティに防災部っていうのがどこの部署も、コミュ

ニティもございますので、そこの単位で取組を各区

に持って帰ってもらって広めていただくという取

組をしております。各区に持って帰って説明しても

らって、だから、もうそこの防災部のリーダーの皆

さん方は各区に帰ったら防災リーダーとして説明

いただかないといけないという任務を負っていた

だいてるというような状況でございます。 

 （３）の取組実績ということで、これまで３か年

にわたって進めてきました。ただ、１年目の城崎地

域、奈佐地域については、まだこのマイ避難カード

の徹底といいましょうか、趣旨というのがいま一つ、

まだ徹底ができてないというようなことがござい

まして、また改めて、まずは投げかけていかないと

いけないと思ってますが、少なくとも２０２０年、

２０２１年度に取り組んでるこの地区におきまし

ては、今後、この取組に基づいて、いろんな対策が

取れていくのではないかなというふうに考えてご
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ざいます。 

 ４番目に取組の強化の工夫ということで、今言い

ました、特に事例を挙げて恐縮ですが、中筋地区と

か八条地区につきましては、この２０２２年度、新

年度に入りまして、地域コミュニティ組織が促進主

体となって、マイ避難カードの様式をいま一度、ま

た全世帯に配布をされ、市による出前講座なんかを

踏まえて、本気になってといいましょうか、本気の

取組を進めていかれるというようなことで、全世帯

のマイ避難カードの完成を目指して動かれてると

いうふうに聞いております。 

 １３ページ目、１４ページ目につきましては、各

地区の取組だったり様式だったりをちょっと示さ

せていただいておりますので、ご清覧をいただけた

らと思ってます。特に１４ページ目に八条地区の取

組を書いてるんですが、これはもう実践編というこ

とで、実際に誰が、さっきのマイ避難カードじゃな

いですけど、誰が、いつ、どんなことするというこ

とを、今のコミュニティの防災部会さんと区長さん

方で決めていただきました。一応下、一番最下段に

そのことが書いてございます。それを楽しみにして

るというのが今の防災課の状況でございます。 

 説明が長くなりましたけど、以上でございます。 

○委員長（岡本 昭治） ありがとうございました。 

 説明が終わりましたので、質問等を受けたいと思

います。 

 西田委員。 

○委員（西田  真） ちょっと何点か、たくさん説

明されましたんで、何点かお聞きしたいと思います

けど、コロナ禍で本当に避難も大変だと思います。

それは皆さん方もご存じのことだと思いますし、当

局も市民もその辺は、本当に災害があったときにど

こに逃げたらええんだろうって、逃げても、避難場

所に行ってもコロナの心配があるから逃げれない

ということも多々あると思います。ですから、在宅

避難とか分散避難とか、そういうことをもっともっ

と周知する必要があろうかと思っておりますんで、

その辺も重点的にやっていただきたいと思います

し、３５９自治会があって、風水害とか津波とか、

隔年でされとるんですけど、その辺の参加自治区が

あんまり増えていってないかなと思ったりするん

ですけど、数字的には。その参加しない地区の理由

みたいなんが把握できとったら、その辺も押さえて

いただきたいと思いますし、この風水害時に宿泊施

設を補助とか、そういうのは説明があったんですけ

ど、これはどういいますんかいね、取りあえず試験

的にされとるんか、今後こういうことをもっともっ

と制度化されようとしているのか、その辺も含めて

お尋ねをしたいと思いますし、備蓄品を置くスペー

スというのが少ないとかいうこともお聞きしたん

ですけど、それは工夫で、先ほどもありましたよう

に、空き教室やなんかいっぱいありますし、学校も

閉校とかそんなんもありますんで、そういう地域の

ために閉校したとこも使うのも一つの手段だと思

ってますんで、その辺の活用も各コミュニティ、自

治区と相談しながらやっていただきたいと思って

おりますし、国交省が各橋脚に水位の、危険水位と

かいろいろとあるんですけど、今、豊岡市がやっと

るこれと何か連動しとるようなことがあるんでし

ょうか。その辺も含めてお尋ねをしたいと思います。 

 ちょっとようけ質問しましたけど、よろしくお願

いします。 

○委員長（岡本 昭治） ちょっとたくさんありまし

たけども。 

 原田課長。 

○防災課長（原田 泰三） すみません、委員、最初

の参加しないとこが多いじゃないかというのは、訓

練とかですか。 

○委員（西田  真） そうです。隔年でやっとられ

ます、隔年で全区を対象に風水害とか地震災害とか、

その辺で８月第４日曜日に毎年、市主催でされてま

すね。それで参加されてない自治会も相当数あると

思うんですけど、その辺もやっぱり自治会も参加し

て、いざというときのためのことです、自分自身の

ことですんで、その辺は説明を上手にして、ぜひ参

加していただくように促していただきたい、その参

加しない理由が把握できとったら教えていただき

たいということです。 
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○委員長（岡本 昭治） はい、どうぞ。 

○防災課長（原田 泰三） 今の市民総参加訓練、委

員おっしゃられましたように、地震、風水害という

ことで隔年でやっております。参加率は平成の終わ

り頃に初めて市民総参加に向けてやったときは、本

当に９割以上の区が参加いただいたということで、

その後やはりちょっとコロナ禍の関係で八十数％

でずっと今推移してるというような状況でござい

ます。ただ、今回、この数年、２年されてない理由

というのはもうコロナで密になりたくないという

ようなことが非常に多いということで、もうこの２

年、８０％台なのはそれが大きな理由になります。

ですけども、それまでっていうのは、とにかくその

日にどうでも無理だというような区も当然ござい

ますので、ほかの日に市民総参加訓練と同じような

内容の狙いで取り組んでくださったところという

のは訓練の参加ということで認めておりますので、

ほぼほぼ本当に小集落、小さな集落でなかなか、も

う高齢者ばかりでみたいなところを除いては、結構

な率で参加をしてくださってるのではないかなと

いうふうに思ってます。 

 ただ一方で、そういった高齢者の多いところとい

うのはなかなかいろんな取組というのが難しいと

いうようなところにつきましては、もうはなから、

何ですかね、最低限、安全を守る行動をしてくださ

いということで、２階に上がってもらったり、風水

害の場合でしたら、地震の場合というのはいっとき

避難場所に行けるかどうか、ちょっと難しいとこも

あるかもしれませんけども、取りあえず顔を合わせ

て、安否の確認というか、平素の挨拶になってしま

うかもしれませんが、そういうような取組を通じて、

コミュニケーショを持ってもらうというようなこ

とというのも、いろんなやり方の工夫として紹介な

んかもしております。あわせて、参加がたくさんに

なるようにいろんな各区での取組を、Ａ区ではこん

なことやってます、Ｂ区ではこんな取組をこんな工

夫してされてますというようなことも結構積極的

に区への事前の案内ですとか、あと、ホームページ

だったりとかで啓発はしてるつもりですので、引き

続きそういった取組を通じてしっかり、参加率を確

保するというよりは、正しい避難行動を取っていた

だくための理解を深めてもらいたいというのが最

終的な狙いなので、そうなるようにしたいと思って

おります。 

 それからあと、ホテル避難なんですけども、試験

的というようなことです。正直、この一、二年とい

うのは被災がなかったので、試験ができておりませ

んので、あくまでも検証したいというようなことで、

対象者はある程度絞りまして、さっき言いました土

砂災害特別警戒区域、それから河川沿いに住んでら

っしゃる、特に災害リスクの高い、かつ個別避難計

画ができてない方というのに限定して、そこのおら

れる区に、区長さんとか自治会長さんにちょっと、

この方一回お試しいただけませんでしょうかとい

うようなことで声かけていただいて、その結果がこ

の１１世帯というようなことでございますので、ち

ょっと災害がないですので、今年も引き続きちょっ

とテストケースということで、ある程度絞ってとい

うようなことを考えてます。ただ、これが、最終の

目標はお金を補助しなくてもホテルに避難してい

ただくというのが最終形ですので、少なくともそう

いった検証ができる間は、例えばもう少し上限を緩

めてというようなことも考えられるかもしれませ

ん。財政のほうとの協議が必要ですけども、そうい

った対策で、ある程度見えてくるまでは検証が必要

なのかなという、今、考え方でございます。 

 それから、備蓄の関係につきましては、今出まし

たけども、確かに、空き教室というとちょっと失礼

な言い方かもしれませんが、そういった場所という

のもあるにはあるんだとは想像はするんですけど

も、廃校になった学校に物を置くというために貸し

てくれというのはなかなかちょっと難しいという

ようなことがございまして、今、ちょっとご意見、

お話があったようなスペースへの分散だったりと

か、あと、非常持ち出し品の徹底、持ち出しの徹底

をしていただくことで検討したい。 

 あとは、本当に３日、４日あれば、全国から今、

プッシュ型支援ということで、支援物資も届いてま
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いります。陸走が駄目なら空輸でも来るような、今、

時代ですので、あまり全ていろんなものを備蓄する

という考えより、餅は餅屋でということじゃないん

ですけども、そういったところから支援をいただき

ながら何とか長らえていくという考え方が市の考

え方なのかなと思ってます。 

 それからあと、国交省の橋の橋脚なんですけど、

あれ実は豊岡市のほうでここに設置してくれとい

うことで以前かなり数を増やして設置をしていた

だいた、もともとは国交省が試験的にやられたのか

もしれませんけど、その後、豊岡市でも効果的だと

いうことで、要望して設置をしていただいたんです

けども、今ではあまり橋のほうに見に行っていかれ

てしまうというようなことがあって、夜とかに見に

行かれても危険だからということで、今はその要望

に対しては、もう今、設置についてはちょっとトー

ンが下がってるというか、そういうような状況だと

いうふうに私たちは認識しております。 

 以上でございます。 

 すみません、それが警戒レベル云々なんですが、

あれはもう色で分かれてまして、やはりちょっと今、

警戒レベル何ぼというような数字でリアル、本当に

イコール表記になってるかどうか分かりませんけ

ども、いわゆる水位によって、避難判断水位とか氾

濫危険水位とか氾濫注意水位とかっていう水位で

分けております橋脚の印でございますので、一応こ

の警戒レベルに合わせまして、例えば氾濫注意水位

であれば高齢者等避難、氾濫危険水位であれば４の

避難指示ということで、一応リンクはしてあるとい

うふうなことでございます。以上でございます。 

○委員長（岡本 昭治） 西田委員。 

○委員（西田  真） すんません、いろいろとあり

がとうございました。 

 国交省のほうで出水時に川に行くこと自体がそ

もそも危ないのは危ないんですけど、やっぱり近隣

の付近の住民からそういう、どういいますか、表示

してあるもの見て、いや、危ないなと、避難せなあ

かんっていう方もたくさんおられますんで、その辺

はこれとリンクしてやっていただくのがベストだ

と思いますんで、引き続きその辺は、橋脚に貼って

あるやつが見えにくくならないように、その辺は国

交省のほうにも、古くなったら貼るとか、その辺の

要望はしていただきたいと思っております。 

 そして、もう１点だけ、要援護者の避難ですけど、

以前、区長さんとかその辺からも個人情報の関係で

なかなか教えてくれない。自治区ではそういう要援

護者を避難させたいと、ほんで、事前にその辺の情

報を教えてくれというても、いや、個人情報ですか

らって、災害のときに個人情報なんか関係ないやろ、

そんなもん、要援護者を必ず、命が、人命が大切だ

から、その辺は割り切ってそういう情報をしっかり

地区のほうに情報提供をしていただきたいという

こともあったんですけど、その辺は今も変わりませ

んか、どうでしょうか。 

○委員長（岡本 昭治） 原田課長。 

○防災課長（原田 泰三） 今の個人情報っていう話

がございますんで、一応、市の要援護者名簿に基づ

いて作られている名簿というのは、基本的に本人さ

んの同意があってこういった情報を開示してもい

いですよというようなことの下に手続をされて、そ

れが区長さんだったり、民生委員さんだったり、消

防団の皆さん方に開示されてるというような状況

でございます。 

 ただ、今の情報の名簿というのは、本人さんがど

ういった障害を持っておられて、どういった支援が

欲しい、緊急連絡先が誰だとかいうようなことが書

いてある情報で、住所とか書いてあるんですけども、

ただ、私たちが先ほどちょっと説明した要援護者の

個別避難計画というのは、要は個人情報云々かんぬ

ん言っとらないで、私はもう私らの区でこの人を助

けるわっていって、名簿に書いてらっしゃらない方

なんかももちろん個別支援計画つくってらっしゃ

る区もございますし、何ですかね、要援護者の名簿

のほうではなくて、個別支援計画のほうは誰が誰を

どこにいつ連れていくということですので、より誰

が、例えばＡさんをＢさん、Ｃさん、Ｄさん、Ｅさ

んとで運ぶとか、どこに運ぶ、いつ運ぶというよう

なことが具体的に書いてある計画になりますので、
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そちらのほうにつきましては、本当に地区のほうで

やっちゃる、顔見知りのおっちゃんがやっちゃるみ

たいな感じでつくってくださってるので、あまり個

人情報云々かんぬんというのは言われないです。た

だ、要援護者名簿自体というのはやはり非常に、ど

ういった障害を持ってるのかというようなことが

書いてございますので、あまり直接避難行動とは関

係ないような、ちょっと個人的なことも書いてある

ので、やはりそちらにその情報というのは注意して

関係の方にお示しするというような必要も出てま

いりますし、別に何ですかね、コピーしてはいけな

いとかっていうのではなくて、避難、この方を、Ａ

さんを必ず私は避難するであろうという、そのスタ

ッフの方というのには共通して持っといてもらわ

ないと意味がないですので、そういった方には持っ

ていただいて結構ですという説明をさせていただ

いてるので、あまり個人情報だからもう区長さんが

何か金庫にしまっておくみたいな、そういうのでは

今はなくなってるというふうに認識しております。 

○委員長（岡本 昭治） 西田委員。 

○委員（西田  真） 今確認させてもらったのは、

区長が金庫しまうとかじゃなしに、行政のほうから

その提供がなかなかしてくれないと、そういうこと

を個人情報だから提供をしてくれないとか、そうい

う情報を以前お聞きしたんで、そのことを聞いとる

んです。いろんな地区によってはこの人が、先ほど

言われましたように、誰と誰と誰がどこどこに連れ

ていくとか、そういうことを決めとられる地区もあ

るというのも聞いておりますけど、そういう災害が

あったときに、個人情報だからその情報は提供でき

ないとか、そういうふうなこと、事前にやっぱり情

報を持っとらんと、各区長さんが。いざいうときに、

突発的に何かあったときに行政に聞いとったって

間に合わない話ですからね。ですから、そういう要

援護者のリストは、各区だけの話ですから、区民だ

けの要援護者のリストを出していただいて、それを

個人情報だから出せないとかいう話が以前あった

ということがあったんで、ちょっと確認をさせてい

ただいたんです。その辺は、各区の区長さんには情

報提供をされてるということでよろしいでしょう

か。 

○委員長（岡本 昭治） 原田課長。 

○防災課長（原田 泰三） 今おっしゃられました区

長さん、それから民生委員さん、それから消防団、

この方々にはそういったもの、共通の名簿をお送り

させていただいてまして、年２回ですかね、更新も

させていただいてるというような状況で、ですので、

区長さんから、また次の人、その次の人っていうよ

うなとこの避難スタッフと関係ない方ってなると、

やっぱりちょっと問題があると思いますけど、先ほ

ど言いましたように、避難をするときに支援をする

という可能性のある方というのは共有しておいて

全然問題ない。ただ、それを別のことに利用されな

いようにしっかりと厳重に管理をしないといけな

いという趣旨だと考えております。以上です。 

○委員長（岡本 昭治） 西田委員。 

○委員（西田  真） 今確認させていただきました。

行政としては、各区の要援護者には、各区長さんに

は情報提供されとるということを確認させてもら

いましたんで、それはしっかりと今後もやっていた

だきたいということでよろしくお願いします。 

 以上です。ありがとうございました。 

○委員長（岡本 昭治） ほかにございませんでしょ

うか。 

 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 簡単なこと、１つだけ。最後

出されたマイ避難カードというのは、これは大きさ

はどんなもんで、ふだんはどこにどうして保管する

んかな。 

○委員長（岡本 昭治） 原田課長。 

○防災課長（原田 泰三） このマイ避難カードとい

うのはＡ４の紙を上に記入例が書いてございまし

て、切取り線が書いてあって、ミシン目がちゃんと

入ってまして、下が空白になってるというようなも

のですので、このものずばりＡ４なんですけども、

実際切るとＡ５といいましょうか、そのサイズにな

るというものでございます。 

 皆さんどういった啓発をというようなことなん
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ですけども、一応、私は誰が助けに来るというのを

知っといてもらわないといけませんので、なるべく

目立つ、例えば冷蔵庫に貼っておくとか、そういっ

たような形で、そういうようなことでございます。

これ、マイ避難カードですので、私が助けに来ても

らうんだけど、誰が来る、誰と助けに行くというよ

うなことも書いてございますので、いわゆる一般の

個人個人の方ももちろん利用できるんですけども、

要援護者の方でも使えると。ただ、要援護者の場合

は助けてきてくれる方が誰なんだということは知

っておかないといけませんので、そういったことが

分かるように自分で持ってるというようなことで

ございます。以上でございます。 

○委員長（岡本 昭治） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 大きさはこんなもんだね。 

○防災課長（原田 泰三） はい。 

○委員（村岡 峰男） 冷蔵庫に貼っとけっていうん

だけど、冷蔵庫はようけ貼ってあって、助けにきて

くれても分からへん。と感想。 

○委員長（岡本 昭治） 大丈夫ですか。よろしいで

すか。 

○委員（村岡 峰男） はい。 

○委員長（岡本 昭治） 清水委員。 

○委員（清水  寛） 避難行動の課題というのはた

くさん聞かせていただきました。特に各振興局のほ

うはコロナ対策というところに非常に難しいとい

うような話、特に後で職員としていろいろとしなけ

ればならないということがある中での感染症とい

うのは、場合によったら致命傷になりかねないのか

なというふうにも見ます。そういう意味では、先ほ

ど原田課長言われた中で、健常者の方の支援という

のをしっかりできる体制をつくっていかなければ

ならないというような話があったんですけども、そ

れはイコールボランティア活動というところでの

組織化、ある程度市がやっていくのとともに、市民

もしくは市民以外の方がそういう、恐らくタイムラ

インで初期のときとずっと長くなっていくときと、

場合が変わってくるとは思いますけども、そういう

意味での取組というのは、今現在、何かされてるこ

とっていうのはあるんですか。 

○委員長（岡本 昭治） 原田課長。 

○防災課長（原田 泰三） 今の取組なんですけども、

具体的に取組をと言われますと、各区で区の会館な

んかが避難場所になったときには、区のほうで運営

してくださいよっていうようなことで、簡単なマニ

ュアルを提供したりをしております。 

 それから、市の避難所の運営マニュアルの中でも、

やっぱり自治会長さん、それから自主防の方々、防

災士さんなんかもおられたらというようなことで

すし、いろんな方をそのときに避難所で確保させて

いただいて、そういった方に声をかけて、避難所自

治組織みたいな、運営組織みたいなんを早急に構築

するというようなことをマニュアルの中に記載を

させていただいておりますので、日にちがたてばそ

ういった動きをするんだという認識にはなってお

ります。 

 それから一方で、そのボランティアスタッフの関

係なんですけども、まだまだ全体的にはそういった

ものではないんですけども、例えばここにもちょっ

と記載をしておりまして、中筋コミュニティなんか

は避難所運営マニュアルというのを中筋コミュニ

ティで作成をされて、区長さんだったりとか民生委

員さんだったり、自主防の方だったり、それから女

性、男性、分け隔てなく運営に関わっていって、自

分たちで避難所運営していくんだっていうための

マニュアルを作成を、一昨年ですか、されておりま

して、訓練もされております。 

 また、新しいところでは、小坂地区がボランティ

アの組織を立ち上げられまして、そういった方々な

んかも、もちろん災害のときの土砂なんかの、買い

出しなんかのボランティアが最初の発災時のメイ

ンだと思うんですけども、そういった避難所運営だ

ったりとか、そういったことにつきましても、また

ご協力いただけるというような話ができるのでは

ないかというふうに考えておるところでございま

す。主なとこではそういったとこが今、大きな動き

なのかなというふうに思っております。以上です。 

○委員長（岡本 昭治） 清水委員。 
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○委員（清水  寛） 今、特に動きとしては避難所

運営をそれぞれの地区でされるというのは非常に

いいことだなと思いますし、ぜひ各コミュニティで

そういう取組を広げていっていただきたいという

ふうにも思います。 

 また、災害時には、やはり例えばニュースなどで

報道されたときには、全国、場合によったら近畿圏

の方から受入れがあるんだったらすぐ行くでって

いうような声もあると思いますし、そういう意味で

は、情報発信の在り方っていうところがやはり非常

に大きいのかなと思います。その辺はまだなかなか

っていうとこあると思いますけども、ぜひ取組とし

ては進めていっていただきたい。 

 もう１点、先ほどの避難所で中筋のコミュニティ

などはそういう意味ではボランティアとしての動

きがどんどんできるようになってくるっていうふ

うに思いますから、兵庫県なんかが大規模な災害の

ときには、カウンターパートっていう形でやってる

のを豊岡市内で、特に豊岡がついてても、但東のほ

うは全然平気というようなことは十分考え得ると

思いますから、そういう取組も考えてはどうかなと

思いますけど、いかがお考えですか。 

○委員長（岡本 昭治） 原田防災課長。 

○防災課長（原田 泰三） 具体的にまだそういう検

討というのはないんですけども、今、委員おっしゃ

られましたように、やっぱり被災をしてない地域の

人間が被災地を支援するというようなことの取組

というのは当然あります。豊岡市役所でも災害の派

遣のときにはチーム派遣ということで、チームでそ

この振興局に職員が行くんですけども、やっぱり被

災をしてないとこ、これはコロナもそうかもしれま

せんけども、応援をし合うようなこと、風土という

のが非常に大事だと思いますので、地域ももちろん

そういった動きになるように、今後何らかの検討は

していかないといけないですし、市職員自身がやっ

ぱりそういう気持ちになって対応するということ

も非常に大事だなというふうに思いますので、ちょ

っと一度勉強させていただけたらというふうに考

えております。以上です。 

○委員長（岡本 昭治） 清水委員。 

○委員（清水  寛） なかなか今からの話だと思い

ますけども、やはり職員も減ってきて、負担もって

いうような話がある中で、市内全域でしっかりそれ

ぞれで支え合えるっていうことが必要かなと。まず、

自分の身を自分で守るっていうこと、その先に、や

はり誰かの身を守るということがあって、そのため

に自分の身をまず守らなければならないっていう

話でないと、やはりいけないのかなと思いますので、

そういったことも念頭にしっかり取組をお願いし

たいと思います。以上です。 

○委員長（岡本 昭治） ありがとうございます。 

 ございませんでしょうか。 

 森垣委員。 

○委員（森垣 康平） 城崎振興局さんの主な課題と

いうアのとこなんですけど、最初にコロナ禍での３

密を避けるためってとこで、この後の文章の意味が、

ごめんなさい、ちょっと僕分からなくて、ここを説

明していただきたいっていう点と、コロナ陽性者や

濃厚接触者の判定が社会活動継続の観点から対象

者の職業等により取扱いに差がある、ちょっとここ、

ごめんなさい、この文章の説明をいただきたいこと

と、もう一つ、避難所にモバイルバッテリー、電池

式でもいいんですけど、そういったようなものが常

時備蓄されているのかどうか、この２点をちょっと

お聞きしたいと思います。お願いします。 

○委員長（岡本 昭治） 城崎振興局、谷垣課長。 

○城崎振興局地域振興課長（谷垣 一哉） 今、森垣

委員さんのほうからご質問のありました、「コロナ

陽性者の濃厚接触者の判定が」の次の「社会活動継

続の観点から対象者の職業等により取扱いに差が

ある」これの意味とは何ぞやというふうに理解させ

ていただきました。 

 まず、コロナが非常に感染が拡大の際には、もう

どなたも、とにかくコロナに感染したらもう何週間

とか、あるいは１０日とかっていうふうな縛りの中

での要請というのがずっとなされてきた経過があ

ると思います。でも、そうなると、例えば医療従事

者でありますとか、学校の先生でありますとか、い
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わゆるソーシャルワーカーでしたっけ、ソーシャル

ワーカーさんあたりですよね、その方々をあまりに

も長いことそういうふうに拘束しておくと、様々な

福祉サービスが低下する、あるいは医療現場が混乱

するっていうふうなことで、その方に対してはたし

か一定の感染予防対策さえしておれば、我々一般の

人よりも短期間で、何ていうんかな、仕事に復帰で

きるっていうふうな状況に変化したと私は認識し

てます。その意味合いで、この表現を使わさせてい

ただきました。もう少し今言ったようなことを網羅

して表現すればよかったんですけれども、ちょっと

一把一絡げ的な表現で大変ご迷惑をおかけしまし

たけれども、趣旨としてはそのような趣旨でござい

ます。 

○委員長（岡本 昭治） 原田課長。 

○防災課長（原田 泰三） すみません、モバイルバ

ッテリーなんですけど、ちょっとすみません、今、

手元に資料がございませんので、また改めてちょっ

と提供させていただきたいと思っております。 

○委員長（岡本 昭治） 森垣委員。 

○委員（森垣 康平） 停電等になりましたら、恐ら

くそこの場におられる職員さん、もう絶対通信手段、

それから情報収集ではこういったものやスマホが

絶対的に必要になると思いますので、それが充電で

きる、発電機はあると思うんですけど、発電機から

スマホでっていうわけにいかないと思いますんで、

そういった乾電池でできるモバイルバッテリーが

あるだけでも、職員さん随分長時間にわたって活動

できると思いますので、もしよければそういったも

のも備蓄されたほうがいいかなと思いますんで、以

上です。 

○委員長（岡本 昭治） よろしいですか。 

 そうすると、私のほうから１点確認させていただ

きます。 

 ２０２２年ですから、令和の４年の１月２２日に

新聞に、神戸新聞なんですけども、全国の指定避難

所の３割が浸水区域にあるというようなことで、国

はやむを得ず浸水区域内に避難所を置く自治体に

対し、安全確認などの対策の徹底を求めたっていう

記事があったんですけど、これは求められたんです

か。その求められた内容に対して、豊岡市がどう対

応したとか、何か分かりますか。 

 原田課長。 

○防災課長（原田 泰三） すみません、お待たせし

ました。豊岡市の基本的な考え、今のちょっと通知

について、その通知が来てるかどうかって、ちょっ

とすみません、今、定かじゃないんですけども、も

ともと豊岡市につきましては、やはりこの地形です

ので、たとえ浸水が、例えば１メートル浸水すると

かっていっても、その上に、上層階に安全を確保で

きるスペースがあるならば、そこは避難場所として

従来から指定をしているというのがございますの

で、それを言われて指定を解除するというわけには

いかないというようなところの土地柄というふう

な認識を持っておりまして、ですので、浸水深より

高い、先ほどちょっと事例で想定最大規模で駄目な

とこが８か所ほどあるというのを、あれはもう想定

で階を超えてしまうので駄目にしてるんですけど

も、想定上、計画規模で、１階が駄目でも２階で大

丈夫だったら、指定はそのまましてるというのが豊

岡市の実態でございますので、早めに避難をしてい

ただくか、もうそこは全然、そこではなくて別のと

こに避難していただくというような発想になるの

かなというふうに思います。以上です。 

○委員長（岡本 昭治） はい。それともう一つ、城

崎の関係なんですけども、下のほうですね、その他

の参考事項で２のところです。コロナ禍における避

難場所、体調不良者への対応というところで、全市

的な災害対応時の保健師の派遣の在り方について

検討すべきって書いてありますけど、これちょっと

もう少し詳しくお話し……。 

○城崎振興局地域振興課長（谷垣 一哉） その他参

考事項というふうなことで、毎年、職員の防災訓練

が終わった後に、それぞれ避難部とか地域工務部と

か、本部事務局とかっていって、どういうふうなこ

とが問題が、どういうことを改善したらいいのかっ

ていうふうな話をいつも行ってます。それを次回に

生かすべく行ってます。このときに、今回ちょっと
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資料提供する際に、城崎振興局の地域避難救護部長

のほうも交えて話をした中で、ちょうど今年、去年

についても、コロナのことを意識しながら避難所を

開設しなければならない。でも、我々職員は医療的

な知識が全くない。幸いにも本庁のほうから兼任職

員として保健師さん２名派遣していただいてるん

ですけども、その方が、その複数の、何ていうんで

すかね、体調不良者があっちこっちで発生した場合、

とてもじゃないけど、動きが取れない。でも、素人

がかといって判断することもできない。ですから、

ここも、何ていうんですかね、全市的に大きな台風

が来たときには無理なんでしょうけど、先ほどもち

ょっと話があったように、例えば豊岡市街地はやら

れてるけど、但東は大丈夫、あるいは竹野は大丈夫

っていうふうなことであれば、そこに配属されてい

る保健師さんのほうを有効に働いていただく、そう

いうふうなことで、資格職ですから、誰でもかれで

もっていうことはできない。ましてや、その方の命

に関わるやも、事態も発生するやもしれないってい

う重要な重責の中で、限られた保健師さんというふ

うな派遣の在り方について、具体的にこれがベスト

だっていうふうなところまでは至らなかったんで

すけど、その在り方について先々にでも考えていく

必要があるのではないかというふうな投げかけと

いうふうなことでご理解賜ればありがたいです。以

上です。 

○委員長（岡本 昭治） 今の件は防災課のほうでま

たいろいろですかね、検討していただけるんですか

ね。 

 原田課長。 

○防災課長（原田 泰三） やはり振興局のほうとい

うのはどうしても少ない人数で、なおかつチーム派

遣で行く職員が結構な数を占めるという中で、なか

なか運用といいましょうか、災害対応というのが難

しいところもあると思います。ですので、そういっ

た課題についての検討も必要だというのは認識な

んですけども、大分コロナにつきましても、最初の

頃に比べると大分、何ですかね、運用といいましょ

うか、何でもかんでもシャットアウトみたいなだっ

たと思うんです、最初は。ですけども、だんだんと

社会生活を維持するために運用が変わってきてお

ります。そういったような制度上のこともひっくる

めて検討、踏まえながら、なるべく、何ですかね、

利用者の方にも負担をさせない、かついろんな避難

先があって、なぜか豊岡のほうだけではホテルなん

かの療養施設もありませんので、もしそういったも

のがあるのであれば、そういったとこに避難を緊急

的にいただくという対応もできるかもしれません

けども、それがない中でのやっぱり避難になってし

まいますので、その辺りも十分制度はいろいろと考

えながら、よりよい運用を見いだしていきたいなと

いうふうに考えております。以上でございます。 

○委員長（岡本 昭治） ありがとうございました。 

 そのほかございませんでしょうか。 

 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 申し訳ないですね、ちょっと

教えてほしいのは、このマイ避難カードの数じゃな

くていいですが、自宅の浸水想定っていうのは、よ

くマップなんかで浸水想定ってなってますね。あれ

は海抜何メートル、うちの家の土地から見て何メー

トルとしてる。 

○委員長（岡本 昭治） 原田課長。 

○防災課長（原田 泰三） 地盤高ですね、家の前と

いいましょうか、家の建ってる土地からの高さとい

うことになります。以上です。 

○委員（村岡 峰男） この範囲で言うと、そうした

ら同じぐらいの中でも、ここの家とここの家では当

然違ってきますね。それ、違うもんなんですか。 

○委員長（岡本 昭治） 原田課長。 

○防災課長（原田 泰三） やっぱり浸水想定という

のはある一定の条件で堤防決壊させて、それを浸水

の深さをつなぎ合わせてるというようなことがあ

りますので、あまり隣の家というレベルでの比較と

いうのには向いてないのかなと。ある程度傾向とし

て、この位置とこの位置では確かに低いよな、じゃ

あ、浸水防災マップ見たら確かに低いというような

ことのイメージをしていただくというようなもの

ですので、よくあるのが隣のこの区画からこっちの
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隣が急に５メートルになってる、ここから先は３メ

ートルになってるというようなことがあるんです

けど、決してそこからこっちが５メートル、ここか

らここが３メートルというような考え方というよ

りは、傾向として、ここよりこちらのほうが高い、

低いんだというようなことの傾向をつかんでいた

だくということで、地盤なんかのマップなんかも一

緒に防災マップでホームページなんかで掲載させ

ていただいておりますので、そういったのと併せて

見ていただくと、傾向がつかめるのかなというふう

に考えております。以上です。 

○委員（村岡 峰男） はい、分かりました。 

○委員長（岡本 昭治） よろしいでしょうか。 

○委員（村岡 峰男） はい。 

○委員長（岡本 昭治） では、ないようですので、

これで終わらせていただきたいと思います。 

 それでは、市民の避難行動の現状及び課題につい

てはこの程度でとどめておきたいと思います。 

 以上で当局側の説明を願う協議・報告事項は終了

いたしました。 

 この際ですけども、当局の皆さんから特に発言が

ございますでしょうか。 

 ないようですので、次に行かせていただきます。 

 暫時休憩いたします。すみません、ちょっと長く

なりました。なかなか途中で止めるの難しい。すみ

ません、トイレ、５分、しましょうか。これでいい

ですか。やってみますか。 

 なら、そういうご意見がありますので、引き続い

てやらせていただきます。その他ですね、４のその

他、内水対策についてということで、ちょっと皆さ

んにご相談をさせていただきたいことがあります。 

 このように、豊岡市、また、あちこちで内水被害

がたくさんあって、対策をしていかなあかんという、

思ってるわけですけども、市民の方からすると、こ

れ何とかならんかって、何処ともそうなんでしょう

し、どっかできちっと計画を立てて少しずつでもや

っぱり解消していけるような動きが欲しいという

ようなご意見もあります。それで、ちょっとご意見

をお聞きした中で、どっかの自治体で何か計画的に

やってるとこがないかなと、いろいろ情報探してお

りましたら、偶然というんですか、佐賀市の排水対

策計画というのがありまして、ここがきちっと計画

を立てて、短期、中期、長期という形で計画を立て

てやっておられます。大体計画は立てるんですけど

も、ここが何がいいかなと思ってちょっといろいろ

見させていただいたら、これは皆さんにお配りした

ほうがよかったんかも分かりませんけども、具体的

に箇所指定をしている、ちょっと見ていただいたら

よく分かるんですけど、ぱっと、皆さんにちょっと

用意してなくて申し訳なかったんですけど。この中

によくあるのは、対策があって、どういうふうにす

るんだっていうのがあるんですけども、このそれぞ

れの課題をどこの行政主体がきちっとやるんだと

いうのを明記して、それに基づいて、先ほど申し上

げた中期、長期の対策を打っていくというようなこ

とになります。 

 それと、中段のところに施設っていうのがあるん

ですけども、雨水ポンプの新設、拡充だとか、こん

なところで、当然巻き込みながら、きちっと調整し

ながら、ここに雨水ポンプを新設するんだとかいう

ような計画がきちんと立てられております。こうい

うことが必要じゃないかなと、ちょっと私はそうい

うふうに感じておりまして、今、計画に基づいて、

先ほど申し上げた、少しずつでも皆さんの不安を解

消していくということが大事かなと思っておりま

す。 

 今日はちょっと具体的な資料等を準備しており

ませんので、これぐらいにとどめたいと思いますけ

ども、次回に向けてもう一度、ちょっとどこを探し

て、どこに情報があるというのは、皆さんにお知ら

せさせていただきますので、そこをまた確認をして

いただく中で、次回に向けて何かいろんなご提案だ

とかをしていきたいなというふうに思ってますけ

ども、このことについてご議論いただきたいなと思

います。 

○委員（松井 正志） 今の委員長提案は、要するに

内水対策が豊岡市においても課題であると思われ

るんで、この委員会で内水対策について何か取り組
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んでいこうという提案ですか。それとも、具体的に

もうちょっと先のこと言っとんさる。 

○委員長（岡本 昭治） できたら、防災、この委員

会も含めて、建設の委員長もいらっしゃいますし、

含めて、何か計画を立ててくれというか、こういう

計画な形にあるので、豊岡市もこういうものが必要

でないかという提案みたいなことが発信できれば

いいかなというふうにちょっと思ってるんですけ

ど。 

○委員（松井 正志） それは、そういうことだった

ら、まず。ちょっと今、休憩。 

○委員長（岡本 昭治） 暫時休憩します。 

       

午後３時２０分 休憩 

──────────────────── 

       午後３時２８分 再開 

○委員長（岡本 昭治） 再開します、すみません。 

 最後に、現地視察という、管内行政視察というこ

とで上がっております。 

 はい。 

○事務局（伊藤八千代） すみません、もう時間が大

分押してますので、頭出しだけさせていただきます。 

 資料のほうに過去３年間の管内行政視察という

ことでつけさせていただいてます。例年、この３月

になぜか毎回視察のほう行っているんですけども、

ちょっと今回はなしということで、今、さっき松井

副委員長がおっしゃったように、内水に特化して今

後視察をしてもいいかなというふうにちょっと事

務局的にも思いましたので、今日はこういうことが

ありますよという資料を見ていただくのと、あとは、

４月はもう事務概要の説明で終わってしまいます

ので、また別日に、例えば５月とか６月とか、多分

管外の視察も難しいかも分からないので、合間を見

つけて行きたいなというふうに思っております。 

 また、行き先につきましては、それぞれ皆さんの

ほうからご意見をいただきまして、まとめていきた

いなというふうに思っておりますので、今日は頭出

しだけということでご説明させていただきました。

以上です。 

○委員長（岡本 昭治） ありがとうございました。 

 管内視察については、そういうようなことで、ま

たよろしくお願いいたします。 

 その他のところで、皆さんのほうから何かござい

ませんでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（岡本 昭治） ないようですので、以上を

もちまして防災対策調査特別委員会を終わらせて

いただきます。長時間、すみません、ありがとうご

ざいました。 

午後３時３０分閉会 

──────────────────── 


